
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



渋谷区公契約

条例ＨＰ 

渋谷区公契約条例

公契約条例とは
工事に従事する者の賃金の下限額を定め、労働条

件の確保や事業の質の向上を図ることを目的とした
条例です。

○賃金が下限額より低くないか確認してください。

○あなたの下限額が記載された労働台帳を閲覧することができます。

令和８年度渋谷区労働報酬下限額（抜粋）                  単位：円 

職種 時給 日額（８時間） 職種 時給 日額（８時間） 

特殊作業員 3,454  27,632 左官 3,803  30,424 

普通作業員 3,038  24,304 配管工 3,387  27,096 

軽作業員 2,104  16,832 はつり工 3,510  28,080 

とび工 3,724  29,792 防水工 4,298  34,384 

石工 3,724  29,792 内装工 3,870  30,960 

電工 3,859  30,872 ガラス工 3,758  30,064 

鉄筋工 3,803  30,424 建具工 3,391  27,128 

塗装工 4,107  32,856 ダクト工 3,387  27,096 

溶接工 4,287 34,296 設備機械工 3,150 25,200 

見習い、手元等の労働者 時給 1, 6３７円（日額 13,096円） 

 

 

 


